
平
成
十
八
年
総
務
省
・
財
務
省
令
第
一
号

地
方
財
政
法
施
行
令
第
二
条
第
四
項
、
第
十
七
条
第
四
項
、
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
二
十
八
条
第
三
項

並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
定
め
る
省
令

地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
、
第
七
条
第
四
項
及
び
第
二
十

一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
財
政
法
施
行
令
第
二
条
第
四
項
、
第
七
条
第
四
項
及
び
第
二
十
一
条
第
三
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
、
第
十
七
条
第
四
項
、
第
二

十
一
条
第
四
項
及
び
第
二
十
八
条
第
三
項
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
九
年
政
令
第
三
百
九
十
七
号
）
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、

総
務
大
臣
が
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
の
三
第
一
項
並
び
に
地
方
財
政
法
施
行
令

第
二
条
第
三
項
、
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
て
同
意
を
し
よ
う

と
す
る
地
方
債
、
同
法
第
五
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
地
方
債
、
同
令
第
十
七
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
地
方
債
並
び
に
同
法
第
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
地

方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
地
方
債
の
資
金
が
同
令
第
十
八
条
の
二
で
定
め
る
公
的
資
金
を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
っ

て
、
地
方
債
の
限
度
額
が
、
次
の
地
方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
未
満
の
も
の
で
あ
る

こ
と
と
す
る
。

一
　
都
道
府
県
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定

都
市
（
次
号
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
　
一
億
円

二
　
市
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
町
村
　
四
千
万
円

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
八
年
度
の
地
方
債
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
平
成
二
十
八
年
度
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
第
二
十
八
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

十
八
条
第
三
項
並
び
に
附
則
第
三
条
第
四
項
及
び
第
五
条
第
四
項
」
と
、
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
十
八
条
第
二
項
並
び
に
附
則
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
条
第
三
項
」
と
、
「
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と

あ
る
の
は
「
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
附
則
第
三
十
三
条
の
五
の
七
第
二
項
及
び
第
三
十
三
条
の
八
第
一

項
」
と
す
る
。

３
　
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
平
成
三
十
七
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
第
二
十
八

条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
第
三
項
並
び
に
附
則
第
五
条
第
四
項
」
と
、
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
第
二
項
並
び
に
附
則
第
五
条
第
三
項
」
と
、
「
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
と
あ
る

の
は
「
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
附
則
第
三
十
三
条
の
八
第
一
項
」
と
す
る
。

４
　
地
方
債
の
許
可
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
大
蔵
省
・
自
治
省
令
第
一
号
）
は
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
総
務
省
・
財
務
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
一
年
度
の
地
方
債
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
二
七
日
総
務
省
・
財
務
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
財
政
法
施
行
令
第
二
条
第
四
項
、
第
十
七
条
第
四
項
、
第
二
十
一
条
第

四
項
及
び
第
二
十
八
条
第
三
項
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
定
め
る
省
令
及
び
地
方
財
政
法
施
行
令
附
則
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
数
値
及
び
事
項
を
定
め
る
省
令
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年

度
の
地
方
債
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年
度
以
前
の
年
度
の
地
方
債
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
総
務
省
・
財
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
六
年
度
の
地
方
債
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
総
務
省
・
財
務
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
八
年
度
の
地
方
債
か
ら
適
用
す
る
。
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